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兵庫県は、昨年の出水期（令和４年６月～）から高潮氾濫発生情報の運用を開始

しました。 

平成 27 年の水防法改正により、高潮により相当な損害を生ずる海岸を水位周知

海岸として知事が指定するとともに、高潮特別警戒水位を設定し、その水位に達し

た時は「高潮氾濫発生情報」を県が発表することとされています。 

台風に伴う高潮の潮位上昇は短時間に急激に起こるため、潮位が上昇してから行

動していては安全に立ち退き避難ができないおそれがあるので注意しましょう。 
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